
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 滞納管理基本台帳 

行政機関等の名称 東海村 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

総務部 税務課 収納管理室 

個人情報ファイルの利用目的 納税義務者の納税状況，滞納状況を管理するために利用する。 

記録項目 

１氏名，２住所，３生年月日，４本籍，５電話番号，６不動産，

７家族構成，８所得状況，９納税状況，１０滞納状況，１１勤

務先，１２生活保護受給の有無，１３口座情報（取引状況含む），

１４生命保険契約状況，１５年金状況  

記録範囲 村税の滞納者 

記録情報の収集方法 

本人，行政情報システム（滞納管理システムに情報が集約），

金融機関，生命保険会社，年金事務所，他市町村，法務局，東

京出入局在留管理局，滞納者の勤務先等から収集 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東海村 総務部 税務課 収納管理室 

（所在地）東海村東海三丁目７番１号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

☑有    □無 

 


